
 

 

 

 

 

協同組織⾦融機能強化⽅針の履⾏状況報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０２３年６月 
 全国信用協同組合連合会 

 
   

 

 

 



 目   次  

 

 

１．特別関係協同組織⾦融機関等の名称及び取得した優先出資の内容     ・・・・１ 

２．優先出資の処分の状況                        ・・・・３ 

３．収益性及び業務効率の向上のための⽅策の進捗状況           ・・・・３ 

４．中⼩規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資す

る⽅策の進捗状況                          ・・・・６ 

５．特別関係協同組織⾦融機関等に対して⾏う経営指導の進捗状況      ・・・１２ 

６．申込みに係る資⾦を有効に活用するための体制に関する事項の進捗状況  ・・・１５ 

７．従前の経営体制の⾒直しその他の責任ある経営体制の確⽴に関する事項の進捗状況 

                                     ・・・１７ 

８．剰余⾦の処分の⽅針                         ・・・２1 

９．財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための⽅策の進捗状況 

・・・２2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



1 
 

１．特別関係協同組織⾦融機関等の名称及び取得した優先出資の内容 

当会は、2023 年 3 月末までに 12 の信用組合より⾦融機能強化法第 34 条の２に基づく資

本⽀援の申し込みを受け、当該信用組合が各々発⾏する優先出資、計 360.4 億円（国より受

けた資⾦全額）について引受けを実施いたしました。 

また、信用組合業界のセーフティネット制度である「資本増強⽀援制度」に基づいて、1 つ

の信用組合が発⾏する優先出資 6.9 億円について引受けを実施いたしました。 

これにより、⾦融機能強化法第 34 条の３第 3 項に規定する特別関係協同組織⾦融機関等は

13 信用組合（以下、当該信用組合を「特定信用組合」という。）となり、当会が引き受けを実

施した優先出資の総額は 367.3 億円となりました。 

 

【当会が引き受けた優先出資の内容】 
（１）⾦融機能強化法第 34 条の２に基づく資本支援 

①あかぎ信用組合 
１．種類 社債型⾮累積的永久優先出資 
２．発⾏期⽇ 2015 年 12 月 22 ⽇ 
３．発⾏総額 2,000 百万円 

②豊橋商工信用組合 
１．種類 社債型⾮累積的永久優先出資 
２．発⾏期⽇ 2015 年 12 月 22 ⽇ 
３．発⾏総額 3,000 百万円 

③岐阜商工信用組合 
１．種類 社債型⾮累積的永久優先出資 
２．発⾏期⽇ 2015 年 12 月 22 ⽇ 
３．発⾏総額 5,000 百万円 

④宮崎県南部信用組合 
１．種類 社債型⾮累積的永久優先出資 
２．発⾏期⽇ 2015 年 12 月 22 ⽇ 
３．発⾏総額 200 百万円 

⑤⾦沢中央信用組合 
１．種類 社債型⾮累積的永久優先出資 
２．発⾏期⽇ 2016 年３月 31 ⽇ 
３．発⾏⾦額 400 百万円 
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⑥⿅児島興業信用組合 
１．種類 社債型⾮累積的永久優先出資 
２．発⾏期⽇ 2016 年 12 月 27 ⽇ 
３．発⾏⾦額 3,240 百万円 

⑦愛知県中央信用組合 
１．種類 社債型⾮累積的永久優先出資 
２．発⾏期⽇ 2017 年３月 31 ⽇ 
３．発⾏⾦額 3,000 百万円 

⑧空知商工信用組合 
１．種類 社債型⾮累積的永久優先出資 
２．発⾏期⽇ 2017 年 12 月 22 ⽇ 
３．発⾏⾦額 3,000 百万円 

⑨あすか信用組合 
１．種類 社債型⾮累積的永久優先出資 
２．発⾏期⽇ 2017 年 12 月 22 ⽇ 
３．発⾏⾦額 6,000 百万円 

⑩⻄海みずき信用組合 
１．種類 社債型⾮累積的永久優先出資 
２．発⾏期⽇ 2018 年 3 月 30 ⽇ 
３．発⾏⾦額 1,000 百万円 

⑪はばたき信用組合 
１．種類 社債型⾮累積的永久優先出資 
２．発⾏期⽇ 2020 年 3 月 31 ⽇ 
３．発⾏⾦額 2,000 百万円 

⑫⻘森県信用組合 
１．種類 社債型⾮累積的永久優先出資 
２．発⾏期⽇ 2020 年 3 月 31 ⽇ 
３．発⾏⾦額 7,200 百万円 

 
（２）信⽤組合業界の資本増強支援制度に基づく資本支援 

①横浜幸銀信用組合（旧信用組合岡山商銀※） 
１．種類 社債型⾮累積的永久優先出資 
２．発⾏期⽇ 2017 年 11 月 24 ⽇ 
３．発⾏⾦額 690 百万円 

    ※2017 年 11 月 27 ⽇に横浜幸銀信用組合と合併し解散。 
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２．優先出資の処分の状況 

特定信用組合より引き受けた優先出資について、処分実績はございません。 

 

３．収益性及び業務効率の向上のための⽅策の進捗状況 

（１）2022 年度の経営環境 

2022 年度の我が国経済は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進むなか、緩やか

な持ち直しが続いてまいりました。⼀⽅、世界的なエネルギー・⾷料価格の⾼騰や⽶欧各

国の⾦融引き締め等による世界的な景気後退懸念など、取り巻く環境には厳しさが増して

おります。 

こうしたなか、信用組合の主要顧客である中⼩・⼩規模事業者においては、急激なイン

フレに伴う価格転嫁の遅れや⼈⼿不⾜の影響等から業況が回復せず、⾜元でも倒産件数や

信用保証協会の代位弁済件数が増加傾向にあるなど、なお厳しい経営環境が続いておりま

す。 

 

（２）2022 年度決算の概要 

① 資産・負債の状況（単体ベース） 

ア．貸出⾦ 

貸出⾦は、新型コロナウイルス対応特別融資の減少を主因に、4 兆 2,566 億円と前期

比 1,664 億円の減少となりました。 

イ．有価証券・預け⾦ 

運用については、国債の満期償還が進んだことから、期末の有価証券残⾼は 3 兆 668

億円と前期比 2,623 億円の減少、預け⾦は 3 兆 24 億円と前期比 4,468 億円の減少と

なりました。 

ウ．預積⾦ 

預⾦と譲渡性預⾦を合わせた資⾦量は、信用組合が活用する⽇本銀⾏新型コロナウイ

ルス感染症対応⾦融⽀援特別オペレーションの段階的終了を受け、7 兆 7,376 億円と前

期比 5,238 億円の減少となりました。 

 

② 損益の状況 

資⾦利益は、クレジット投資や J-REIT の残⾼を積上げた結果、202 億円と前期比 13

億円の増加となりました。⼀⽅、⾦利上昇局⾯におけるポートフォリオの⾒直しに伴う国

債等債券売却損の計上や、昨年度計上した⾦融商品会計基準等の改正に伴う償却・引当⽅

法の変更による特別損益の剥落等から、当期純利益は前期比 80 億円減少の 75 億円とな

りました。 
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③ ⾃⼰資本比率の状況 

⾃⼰資本比率については、リスク・アセット額の増加により 17.45％と前期比 0.46 ポ

イント低下したものの、引き続き十分な健全性を維持しています。 

 

（３）資⾦利益（収益性を⽰す指標） 

資⾦利益は、クレジット投資や J-REIT の残⾼を積上げた結果、計画始期対比 3,063 百

万円増加、計画対比 6,326 百万円増加の 20,246 百万円となりました。 

【資⾦利益の計画・実績】                    （単位︓百万円） 

2016/3 期 
(計画始期) 

2023/3 期 

計画 実績 計画対比 始期対比 

17,183 13,920 20,246 6,326 3,063 

※資⾦利益 ＝資⾦運用収益－(資⾦調達費用－⾦銭の信託運用⾒合費用) 

 

（４）⼀営業店当たり資⾦量（業務効率性を⽰す指標） 

９営業店体制を維持しつつ効率的な業務運営を⾏ったことにより、⼀営業店当たり資⾦

量は、計画始期対比 212,065 百万円増加の 859,735 百万円となりました。なお、2023

年３月末をもって新規の取扱いを終了した⽇本銀⾏の新型コロナウイルス感染症対応⾦融

⽀援特別オペレーションの利用残⾼の減少により、その⾒合いとなる「定期性預⾦」が減

少したことを主要因として、計画対比では 70,265 百万円の減少となっております。 

【⼀営業店当たり資⾦量の計画・実績】              （単位︓百万円） 

2016/3 期 
(計画始期) 

2023/3 期 

計画 実績 計画対比 始期対比 

647,670 930,000 859,735 ▲70,265 212,065 

※⼀営業店当たり資⾦量 ＝（預⾦＋譲渡性預⾦）÷ 営業店数 

 

（５）信⽤組合の収益性及び業務効率の向上のための⽅策 

当会と⼀般社団法⼈全国信用組合中央協会（以下、「全信中協」という。）は、⼀体的運

営の下、両組織の常勤役員をメンバーとする「政策企画会議」（令和４年度より、部店⻑

もオブザーバーとして参加）において、政府や⽇本銀⾏の各種施策に関する情報集約や意

⾒表明等を検討・実施するなど、信用組合業界の諸課題に迅速に対応しております。 
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① 経営管理態勢強化へのサポート 

信用組合による経営体⼒に⾒合った運用を実現するため、リスクガバナンス等の⼀層

の強化に向けて、運用・リスク管理態勢の構築に係るサポートを実施しております。 

さらに、業界同⼀目線で実施する収益シミュレーションの分析結果を通して、信用組

合の経営陣との間で意⾒交換（経営対話）を⾏うとともに、収益⼒・ビジネスモデルに

特に課題があると判断する信用組合に対しては、課題解決に向けた意⾒交換を⾏うとと

もに、必要に応じた助⾔等の経営管理態勢強化に資するサポートを⾏っております。 

○運用・リスク管理態勢サポート実績（2022 年４月~2023 年 3 月） 

有価証券運用サポート 14 組合 

 

② 収益⼒強化へのサポート 

系統預⾦機能の適切な運営や、⽇銀貸出⽀援基⾦・新型コロナウイルス感染症対応⾦

融⽀援特別オペレーションを活用した資⾦調達へのサポート、低利代理貸付、地域活性

化ファンドを通じたリスクマネーの供給、新現役交流会の開催やクラウドファンディン

グ等による事業者⽀援など、信用組合の本業⽀援を通じて、安定的な収益確保を進める

ための素地を整えるとともに、時流を捉えた新たな⾦融商品や⾦融サービスの提供を推

進しております。さらに、信用組合の有価証券運用による収益確保をサポートするた

め、ポートフォリオ運営に関する助⾔や個別運用商品・銘柄等に関する電話相談、トレ

ーニー等によるサポートを積極的に実施しております。また、勉強会の開催や電話相談

等を通じ、信用組合運用担当者とのコミュニケーションラインの強化にも努めておりま

す。 

なお、信用組合の運用⽅針策定をサポートすること等を目的に開催している資⾦運用

会議については、コロナ禍以降、リモートでの開催としておりましたが、信用組合同士

の交流や当会運用担当者との情報交換を望む声が寄せられたこと等を踏まえ、2022 年

度は、⼀部地⽅⽀店において対⾯での開催をいたしました。 

○収益⼒強化に係る運用サポート実績（2022 年４月~2023 年 3 月） 

電話照会対応 41 組合・194 件 

トレーニー受入 4 組合 

 

③ 情報提供の充実と意⾒発信の積極化 

信用組合経営に有用な制度・規制・政策等に関する情報について、地区別懇談会

（2022 年度は全国９地区において各 3 回開催）の実施により、信用組合との双⽅向の
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情報交流及び迅速な情報伝達に努めております。また、外部への意⾒発信を強化するた

め、しんくみ記者懇談会の開催（2022 年度は 1 回開催）や記者レクの実施により、業

界動向の周知等に積極的に取り組んでおります。 

 

（６）特定信⽤組合の収益性及び業務効率の向上のための経営指導 

   当会は、特定信用組合より、「今後の経営戦略（収益性及び業務効率の向上のための⽅

策を含む）及び経営の⾒通し」「中⼩規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地

域における経済の活性化に資する⽅策」「財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運

営を確保するための⽅策」「責任ある経営体制の確⽴のための⽅策」「優先出資の消却に必

要な財源を確保するための⽅策」等⽀援期間における経営⽅針と具体的⽅策を記載した計

画（以下、「経営計画」という。）の提出を受け、本部各部や特定信用組合の管轄営業店と

連携し、定期的なモニタリングやヒアリングにおいて指導・助⾔を⾏っております（具体

的に実施した経営指導の内容・ヒアリング⽅法等については、後述の「４．中⼩規模の事

業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する⽅策の進捗状

況」に記載しております。） 

   また、2021 年 11 月に⼩規模信用組合の業務運営態勢の整備を⽀援する専担部署（信

組⽀援部⼩規模組合⽀援グループ）を設置し、⼀部の特定信用組合に対して、内部規程の

整備やシステムの利活用のサポート等、これまで以上にきめ細かな指導・⽀援に取り組ん

でおります。 

このほか、国内外の⾦利情勢の激変を受け、有価証券運用サポートの機能も同グループ

に追加し、有価証券運用に課題を抱える信用組合へのサポート体制も構築しております。 

   さらに、2022 年 10 月より、本業収益⼒に課題を抱える信用組合を中⼼に、専⾨知⾒

（銀⾏からの受入出向者）を活用し、実地調査（全国信用組合監査機構監査への帯同、営

業店臨店等）や経営対話を通じた集中的なサポートを実施しております。 

 

４．中⼩規模の事業者に対する信⽤供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する⽅

策の進捗状況 

（１）中⼩規模の事業者に対する信⽤供与の円滑化のための⽅策 

 ① 円滑な信用供与体制に向けた当会の指導体制の強化のための⽅策 

   当会は、優先出資の引受けを⾏った特定信用組合が⾦融仲介機能の強化を図り、これ

まで以上に地域の中⼩規模事業者に対する信用供与の維持・拡大と各種サービスの向上

がなされるよう、信用組合業界の系統中央⾦融機関として、以下のとおり、特定信用組

合に対する全⾯的かつ万全な⽀援を⾏っております。 
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  ア．体制の整備 

当会では、特定信用組合に対する事後管理に係る所管部署を信組⽀援部とし、特定

信用組合における中⼩規模の事業者に対する信用供与の円滑化の着実な実施に向け、

本部各部や特定信用組合の管轄営業店と連携して定期的なモニタリングやきめ細かな

指導・助⾔を⾏っております。 

イ．経営計画の進捗管理 

特定信用組合が作成する経営計画に対する履⾏状況について、四半期ごとに報告を

受けております。2022 年度は、2022 年 6 月末時点における報告を同年 7 月に、同

年 9 月末時点における報告を同年 11 月に、同年 12 月末時点における報告を 2023

年 1 月に、同年 3 月末時点における報告を同年 6 月に受け、進捗状況の分析や問題

点の把握を⾏い、進捗に遅れが⾒受けられる取組みについて、改善に向けた指導を⾏

いました。 

ウ．オフサイト・モニタリング 

    当会は、特定信用組合から定期的（四半期、半期、年次）に経営状況やリスク管理

状況に関する各種データの提出を受け、状況把握に努めるとともに、当会の各部署や

関係機関との連携を図りながら、計画の達成に向けた指導・助⾔を⾏っております。 

ａ．流動性リスク分析、有価証券リスク分析 

四半期ごとに預⾦、貸出⾦の推移や現⾦、預け⾦等の状況を把握するとともに、

有価証券の種類別・保有区分別にポートフォリオを把握し、リスクの状況等につい

て検証しております。 

特定信用組合においては、⾃組合の状況に応じた適切なリスク管理態勢の整備や

リスクコントロールが⾏われているものと認識しており、今後、必要に応じて指

導・助⾔を⾏ってまいります。 

b．経営分析資料の提供 

年度末決算状況の分析にあたり、信用組合業界における預⾦量規模別や業態別、

地区別の比較や問題点を取りまとめた資料を提供し、問題認識の共有を図るととも

に、必要に応じて指導・助⾔を⾏っております。 

なお、2022 年３月期決算に係る資料については、同年 8 月に提供しておりま

す。 

エ．協議、ヒアリング 

    定量的な経営状況把握（オフサイト・モニタリング）では掴みきれない経営計画遂

⾏上の課題・問題点等を定期的・階層別のヒアリング等の実施により把握し、適切な

指導・助⾔を⾏うことにより、計画の達成に向けた各種取組みをサポートしておりま

す。 
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ａ．トップとの協議 

⽀援実施以降、特定信用組合の理事⻑との⾯談を実施し、経営計画の進捗管理に

係る指導・助⾔を実施しております。 

今後も必要に応じ、理事⻑をはじめとした特定信用組合の経営陣との⾯談・協議

を通じ、経営計画の検証や、基本⽅針に係る指導・助⾔を実施してまいります。 

ｂ．総合ヒアリング 

月次又は四半期に１回以上、当会所管部署又は特定信用組合の管轄営業店による

ヒアリングを役員又は部⻑を対象に実施し、経営計画の推進体制、進捗状況及び経

営状況についての把握、問題点の共有化を⾏っております。 

また、課題・問題点の改善状況については、以後のヒアリング等においてフォロ

ーアップを⾏っております。 

ｃ．所管部署ヒアリング 

経営計画の主要施策（改善効果・目標の大きい施策）を担う特定信用組合の所管

部署に対しヒアリングを⾏い、よりきめ細かな施策の履⾏・実効性確保の検証強化

を図るとともに、対象範囲を絞ったヒアリングの実施により、⼀層の深度ある検

証・指導を実施しております。 

ｄ．全国信用組合監査機構監査のフォローアップヒアリング 

全国信用組合監査機構（以下、「監査機構」という。）監査の検証結果に係る対応

状況について、関係各部署にヒアリングを実施し、継続的な状況把握と未解消課題

に対する指導・助⾔の強化を⾏うことで、特定信用組合の各種リスクの適切な管理

とガバナンスの強化に努めております。 

オ．監査機構による検証・指導 

当会は、特定信用組合に対し、原則として３年に１回以上、監査機構による監査を

実施いたします。当監査では、資産査定の確認や信用リスク、市場リスク、事務リス

ク等の検証を通じて、組合の経営実態の詳細な把握を⾏うとともに、財務・収益基盤

の強化に向けたアドバイスを⾏ってまいります。 

    2022 年度は、7 の特定信用組合に実施いたしました。当監査において、資産状況

の確認や信用リスク、市場リスク及び事務リスク管理態勢等の検証を通じて、融資先

に対するモニタリングの充実や再⽣⽀援の強化、市場リスク管理態勢の強化並びに事

務不備発⽣防⽌に向けた内部事務管理体制の構築等、経営改善に向けた助⾔を⾏って

おります。 

また、web 監査の活用等により、オンサイト・オフサイト部⾨の連携強化を図っ

ているほか、信組⽀援部と監査チームの目線合わせや経営陣への事前説明により、監
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査対象組合の課題や監査優先項目への認識共有化を図ることで、より効率性・実効性

の⾼い監査を実践し、特定信用組合の経営管理・指導強化に努めております。 

    カ．市場環境の変化への対応 

      昨年度は各国中銀の⾦融緩和政策の転換を受けたグローバルな⾦利上昇により、多

くの信用組合において保有有価証券の評価損益が大幅に悪化しました。今年度も各国

中銀の⾦融政策に対する思惑は振れやすく、引き続きボラティリティの⾼まりやすい

市場環境が想定され、信用組合の有価証券運用状況の更なる悪化が懸念されます。 

      こうした中、特に収益悪化が懸念される信用組合や態勢、専⾨性が乏しい信用組合

に対しては、信組⽀援部が中⼼となり、関係部署と連携しながら実情に即した現状分

析を⾏いつつ、当会から能動的な意⾒交換を通じた慫慂型のサポート実施により、経

営の持続可能性向上やガバナンス強化に資する助⾔・指導を⾏っております。 

② 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中⼩規模事業者の需要に対応した

信用供与の条件又は⽅法の充実のための⽅策 

  特定信用組合は、不動産担保や個⼈保証に過度に依存しないよう、経営者保証ガイドラ

インに準じた取組みを⾏うほか、決算書等の数値に現れない企業の技術⼒・販売⼒や成⻑

性などの定性的な情報も判断材料とした融資等、お客様の経営実態の十分な把握に努めた

融資に取り組んでおります。 

なお、主な取組みは次のとおりです。 

  ア．太陽光発電事業における売電債権を譲渡担保としたＡＢＬの実⾏。 

    イ．正常運転資⾦に着目した当座貸越枠の設定。 

ウ．経営者保証ガイドライン対応として、保証契約のつど保証徴求の要否を確認。 

③ 中⼩規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円滑に実施するための⽅策 

当会は、特定信用組合に対し、本部と営業店が⼀丸となり、既存先の資⾦ニーズの発

掘、新規事業先の開拓、融資提案型営業の推進又は成⻑分野への融資推進等地域⾦融の円

滑化に積極的に取り組むことを求めております。 

2023 年 3 月末の特定信用組合の中⼩規模事業者等向け貸出残⾼の合計は、積極的な営

業推進の結果、計画始期対比 7,531 億円増の 1 兆 3,368 億円となりました。 

中⼩規模事業者等向け貸出比率についても、貸出残⾼が大幅に増加した事により、同比

17.32 ポイント増の 52.21％となりました。 
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【中⼩規模事業者等向け貸出残⾼推移】 

（単位︓百万円、％） 

 計画始期 
2023/3 期 

実績 始期比 

中⼩規模事業者 
等向け貸出残⾼ 583,707 1,336,813 753,106 

総資産 1,672,527 2,560,100 887,573 

中⼩規模事業者 
等向け貸出比率 34.89 52.21 17.32 

 
（注）・中⼩規模事業者等向け貸出比率＝中⼩規模事業者等向け貸出残⾼÷総資産 

・中⼩規模事業者等向け貸出とは、「協同組合による⾦融事業に関する法律施⾏規則」別表第１におけ
る「中⼩企業等」から「個⼈事業者以外の個⼈」を除いた先に対する貸出で、かつ次の貸出を除外
したもの  
政府出資主要法⼈向け貸出及び特殊法⼈向け貸出、⼟地開発公社向け貸出及び地⽅住宅供給公社向
け貸出等、大企業が保有する各種債権又は動産・不動産の流動化スキームに係るＳＰＣ向け貸出、
その他⾦融機能強化法の趣旨に反するような貸出 

・「中⼩規模事業者等向け貸出残⾼」及び「総資産」の計数は、特定信用組合（13 信用組合）の合算
値 

引き続き、各種ヒアリングを通じて必要かつ十分な対応が継続的になされているか検証し、

中⼩規模事業者等向け貸出残⾼・同比率が計画の始期における⽔準を上回るよう指導・助⾔

を⾏ってまいります。 

 

（２）その他主として業務を⾏っている地域における経済の活性化に資する⽅策 

① 創業又は新事業の開拓に対する⽀援に係る機能の強化のための⽅策 

 地域の中⼩規模事業者においては、経営者の⾼齢化、後継者不在、収益性の悪化等に

より廃業先の増加が懸念されており、創業⽀援や新事業の開拓⽀援の重要性が⾼まって

おります。 

このため、特定信用組合は、創業に伴う運転資⾦・設備資⾦の⾦融⽀援、資⾦繰りの

相談、顧客をサポート、⽀援する体制整備を図っております。 

なお、主な取組みは次のとおりです。 

・ 認定⽀援機関として「創業補助⾦」をはじめ、各種補助⾦に係る事業計画書の策

定⽀援、認定作業の実施。 

・ ミラサポ専⾨家派遣の活用や⽇本政策⾦融公庫、地元の税理士会、商工会議所等

との連携による創業⽀援の実施。 

   ② 経営に関する相談その他の取引先の企業に対する⽀援に係る機能強化のための⽅策 

     特定信用組合は、お取引先からの相談について、必要に応じて外部機関や外部専⾨家

の指導を仰ぎつつ、問題解決に資するサポートに取り組んでおります。 

なお、主な取組みは次のとおりです。 



11 
 

・ REVIC（地域経済活性化⽀援機構）と特定専⾨家派遣契約を締結し、積極的な情

報交換のもと同機構の知⾒やノウハウの吸収、また同機構の「短期トレーニー制

度」へ派遣した職員を営業推進担当部署に配属し、継続的な臨店指導や内部研修等

を通じた、事業性評価に関する意識の浸透やスキルの向上。 

・ 「⽇南・串間地域経済活き活きプロジェクト」を設⽴し、ビジネスマッチングや

専用商品の取り扱いなど各事業所への⽀援を実施。 

・ 事業性評価、創業⽀援、事業承継、再⽣⽀援強化等のため、他信用組合や信用保

証協会と包括連携を締結。 

・ よろず⽀援センター及び中⼩企業活性化協議会等を活用した再⽣計画や経営改善

計画の⽴案。 

③ 早期の事業再⽣に資する⽅策 

特定信用組合は、事業再⽣が必要となったお取引先につきまして、抜本的な経営改善

計画の策定等により経営改善や再⽣⽀援に取り組んでおります。 

なお、主な取組みは次のとおりです。 

・ 中⼩企業活性化協議会、公認会計士、外部コンサルタント等の外部機関と連携

し、取引先の抜本的な事業再⽣⽀援やＤＤＳを実施。 

・ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている取引先の経営改善⽀援とし

て、⽇本政策⾦融公庫の資本性劣後ローンを活用。 

 ④ 事業の承継に対する⽀援に係る機能の強化のための⽅策 

特定信用組合は、役職員の事業承継に関する知識の定着を図り、事業承継問題へ積極

的に取り組んでおります。 

なお、主な取組みは次のとおりです。 

・ よろず⽀援センターや事業引継ぎ⽀援センターとの業務提携や中⼩企業庁による

事業承継ネットワーク構築事業への参画。 

 ・ 事業承継について取引先と協議を進めていく場合のツールとして、「事業承継診 

断票」を活用。 

・ 中⼩企業の M＆A ネットワークである「トランビ」との業務提携。 

以上の取組みにより、2023 年 3 月末の経営改善⽀援等取組先数は、5,361 先（計画始

期比+3,598 先）、経営改善⽀援等取組割合は 24.92%（同比+15.16 ポイント）と、先

数・割合ともに始期の実績を上回りました。 

今後も、多くの地元の中⼩規模事業者の経営改善等⽀援及び地域経済の活性化に取組

み、計画の始期における⽔準を上回るよう指導・助⾔を⾏ってまいります。 
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【経営改善⽀援等取組推移】 

（単位︓先、％） 

 計画始期 
2023/3 期 

実績 始期比 

経営改善⽀援等取組先数 1,763 5,361 3,598 

 

創業・新事業開拓⽀援先 89 829 740 
経営相談先 495 1,916 1,421 

 早期事業再⽣⽀援先 141 269 128 
 事業承継⽀援先 16 95 79 
 担保・保証に過度に依存しない 
融資推進先 1,022 2,252 1,230 

期初債務者数 18,047 21,512 3,465 
⽀援取組率 9.76 24.92 15.16 

 
（注）・期初債務者数とは、「⽇本標準産業分類」の大分類に準じた業種別区分に基づく「地⽅公共団体」

「雇用・能⼒開発機構等」「個⼈（住宅・消費・納税資⾦等）」を総債務者数から除いた数といたし
ます。 

・「経営改善⽀援等取組先数」及び「期初債務者数」の計数は、特定信用組合（13 信用組合）の合
算値 

 

５．特別関係協同組織⾦融機関等に対して⾏う経営指導の進捗状況 

当会は、⾦融機能強化法第四章の⼆の活用にあたり、強化⽅針に基づき、特定信用組合に

対し、定期的なモニタリング、ヒアリング及び監査機構の監査などによる管理・指導に取り

組み、特定信用組合の経営計画の着実な履⾏を実現するとともに、中⼩規模事業者への⾦融

円滑化や地域経済の活性化に向けた取組みについて、当会の本部各部や特定信用組合を管轄

する営業店と連携してモニタリングやきめ細かな指導・助⾔を⾏っております。 

（１）経営の⽬標を達成するための⽅策への指導（各種リスク管理強化の状況を含む） 

特定信用組合の財務・収益体質の強化・安定化が図られるよう、経営計画に掲げる各種

施策の実施状況について、総合ヒアリング等を通じ、施策の実施状況を的確に把握し、実

効性の分析・評価を⾏い、当会の経営陣に報告しております。 

 

（２）従前の経営体制の⾒直しその他責任ある経営体制の確⽴に関する事項への指導 

特定信用組合の責任ある経営体制の確⽴に向け、各種ヒアリングにおいて、組合役員や

重要施策を担う所管部署⻑等との⾯談を⾏っているほか、監査機構監査等を通じて、特定

信用組合のガバナンスやリスク管理態勢の強化に向けた指導・助⾔を⾏っております。 

また、特に中⼩規模の信組の中で、業務運営態勢が未整備な信組に対し、当該体制整備

に向けたサポート（課題整理・改善提案等）を検討・実施しております。 
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（３）計画達成に必要な措置 

当会は、特定信用組合の経営状況や課題・問題点を把握したうえで、経営計画の達成に

必要と判断される措置を適宜実施いたします。 

  ① 中⼩規模事業者のライフステージに応じた信用組合の取組みへのサポート 

ア．起業・創業等へのリスクマネーの供給 

当会は、地域における創業又は新事業の開拓を目指す中⼩規模事業者に対して、信

用組合がそれら取組みのサポートを⾏う際のツールの⼀つとして、2014 年 11 月に

「中⼩事業者等⽀援ファンド向け資⾦供給制度」を創設しております。2015 年以

降、同制度を活用し、信用組合の累計９ファンドの創設を後押ししました。 

この制度は、それぞれの地域において、信用組合が運営する地域活性化ファンドに

対して当会がリスクマネーを供給するものであり、信用組合が取り組む地域活性化⽅

策の選択肢を拡大しております。 

イ． 取引先の販路拡大等へのサポート 

当会は、BtoB の取組みとして、業界ネットワークを活かしつつ信用組合の地域の

お取引先を、大都市圏を中⼼とする「⾷」のバイヤーとマッチングする「しんくみ⾷

のビジネスマッチング展」を開催するとともに、陸運系企業との連携を通じ同社グル

ープが運営するＥＣサイトに信組の取引先事業者を紹介する等のサポートを実施して

おります。 

また、業界大⼿企業と提携のうえ、いわゆる BtoC の取組みとしてクラウドファン

ディングを運営し、信用組合の取引先である中⼩規模事業者への販路開拓等の⽀援を

⾏っております。2022 年度は、昨年度に続き、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響を受け、売上減少等を余儀なくされている取引先への⽀援として、「新型コロナ対

応事業者応援プロジェクト」を実施し、9 信用組合から 13 事業者が参加しました。 

ウ．各関係団体との事業再⽣等に関する連携強化 

中⼩規模事業者の事業再⽣及び地域経済の活性化に資するため、当会は各関係団体

と連携し、信用組合の事業再⽣⽀援の取組みについてサポートを実施しております。 

信用組合においては、地域経済活性化⽀援機構のトレーニー受入制度、特定専⾨家

派遣制度や特定⽀援（転廃業⽀援・再チャレンジ⽀援）制度の利用が促進されてお

り、今後も、中⼩規模事業者等の事業再⽣及び地域経済の活性化に向けた取組みを、

引き続き⽀援してまいります。 

エ. しんくみリカバリの活用 

信用組合業界の企業再⽣ファンドであります「しんくみリカバリ」の活用につきま

しては、2022 年度は２組合３件の利用実績がありました（特定信用組合以外では、

11 組合 43 件の利用実績がありました）。 
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引き続き、外部⼈材・機関等を通じた先進的なノウハウ活用に向けた指導・助⾔を

⾏うなど、特定信用組合の取引先の再⽣⽀援に向けた取組みをサポートしてまいりま

す。 

② 特定信用組合に対する有価証券運用サポート 

 ア．運用態勢⾯の助⾔ 

特定信用組合が有価証券運用において、経営体⼒や管理能⼒を超えて過度なリスク

を取り、経営の健全性に⽀障が⽣じることがないよう、運用状況及びリスク管理状況

をモニタリングし、必要に応じて運用態勢⾯からの助⾔・指導等を実施しておりま

す。 

イ．ＡＬＭ・リスク管理サポートの実施 

特定信用組合のＡＬＭ・リスク管理状況を確認し、必要に応じてデータ整備や運営

に関しての助⾔・指導を⾏うことで、ＡＬＭ管理態勢やリスク管理態勢の強化をサポ

ートしております。 

ウ．トレーニーの受入れ 

特定信用組合の要請に応じ、有価証券運用・リスク管理に係るトレーニーを受け入

れ、運用・リスク管理態勢の強化及び⼈材育成をサポートしております。 

エ．有価証券運用に関する電話相談、情報提供 

特定信用組合が有価証券運用を実施するうえでの各種相談事項（個別運用商品の概

要やリスクの所在等の分析、市場環境に関する⾒⽅等）について、電話相談を随時受

け付けております。 

相談内容については、関連本部や営業店で共有し、特定信用組合の状況把握に努め

ております。 

また、時宜を得て留意すべき商品・リスク関連情報に関する情報を提供し、特定信

用組合の運用⼒・知識の向上に努めております。 

   ③ 情報提供の充実と意⾒発信に関するサポート 

信用組合経営に有用な制度・規制・政策等に関する情報について、地区別懇談会

（2022 年度は全国９地区において各 3 回開催）の実施により、特定信用組合との双⽅

向の情報交流及び迅速な情報伝達に努めております。 

引き続き、特定信用組合との双⽅向のコミュニケーションを図るための活動を推進し

てまいります。 
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６．申込みに係る資⾦を有効に活⽤するための体制に関する事項の進捗状況 

（１）中⼩規模の事業者に対する信⽤供与の円滑化その他の主として業務を⾏っている地域に

おける経済の活性化の⽅策に係る審査体制 

当会は、⽀援制度の取扱いを定めた「中⼩事業者等に対する⾦融機能強化⽀援制度規

程」（以下、「⽀援制度規程」という。）において、地域の中⼩規模事業者の需資対応、地

域活性化に向けた資⾦供給機能（融資）の強化を図ることを⽀援対象先の基準の⼀つとし

ております。 

2022 年度は、⽀援制度の申し込みはございませんでした。今後、新たに申込みを受け

た際には、当該信用組合における⾦融仲介機能の発揮による中⼩規模事業者に対する適切

かつ積極的な信用供与の増強策、各種サービスの向上策及び経営改善や事業再⽣等の⽀援

策の妥当性等について、本部所管部署及び管轄営業店において検証・審査を⾏ったうえ、

審査委員会並びに理事会において審議いたします。 

 

 （２）優先出資の支援期間内の返済に係る審査体制 

上記同様、2022 年度の実績はないものの、⽀援制度の申し込みを受けた際は、⽀援制

度規程に基づき、今後の経営戦略（収益性及び業務効率の向上のための⽅策を含む）及び

経営の⾒通しについての計画と施策の提出を求め、利益剰余⾦の積み上げを図り、⽀援期

間内の優先出資返済の可否等当該計画及び施策の妥当性について、本部所管部署及び管轄

営業店による検証・審査を⾏ったうえ、審査委員会並びに理事会において審議いたしま

す。 

 

（３）資産査定に係る審査体制 

上記同様、2022 年度の実績はないものの、⽀援制度の申し込みを受けた際は、⽀援制

度規程に基づき、当該信用組合の資産査定に係る規程要領、査定の体制、査定の実施⽅法

並びに償却・引当等の適切性について、監査機構による監査や本部所管部署及び管轄営業

店において検証・審査いたします。 

 

（４）信⽤組合に対する特定支援以外の財政上の支援 

信用組合業界では、1969 年 7 月に「全国信用組合保障基⾦制度」、2002 年 4 月に「信

用組合経営安定⽀援制度」、2011 年 2 月に「合併特別⽀援制度」の計３つの財政上の⽀

援制度を創設しております。 

当会は、信用組合の系統中央⾦融機関として個別信用組合の健全性を確保し、ひいては

信用組合業界の信用の維持・向上を図るため、この 3 つの⽀援制度の運営について中⼼的

役割を担ってまいります。 
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① 全国信用組合保障基⾦制度 

本制度は、信用組合が資⾦を拠出して「保障基⾦」の積⽴て（目標額 1,000 億円︓

2023 年 3 月末残⾼約 1,004 億円）を⾏い、合併等を⾏う信用組合に対して資⾦援助を⾏

っております。 

② 信用組合経営安定⽀援制度 

本制度は、信用組合、全信中協及び当会が協⼒して創設した信用組合業界のセーフティ

ネットの制度であり、「モニタリング制度」、「監査・指導制度」及び「資本増強⽀援制

度」の 3 つの制度から構成されております。 

「資本増強⽀援制度」は、資本増強⽀援を希望する信用組合に対して、当会が審査のう

え⽀援を実⾏するとともに経営状態について管理・指導する制度です。 

※2023 年 3 月末資本増強⽀援制度に基づく⽀援残⾼︓20 組合 667 億円 

③ 合併特別⽀援制度 

本制度は、信用組合の合併に際し、合併後の経営安定化を目的として資本増強⽀援と資

⾦援助を組み合わせた⽀援を⾏っております。 

 

 

 

 

 

 

 

【信⽤組合経営安定支援制度】 
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７．従前の経営体制の⾒直しその他の責任ある経営体制の確⽴に関する事項の進捗状況 

 （１）業務執⾏に対する監査⼜は監督の体制の強化のための⽅策 

① ガバナンス態勢の強化 

業務執⾏に係る意思決定等を⾏うための理事会を定期的に開催し、また、当会の理事に

ついては、定数の３分の２以上を会員である信用組合の代表役員とすることで、経営監

視・牽制が適正に機能する体制としております。 

さらに、業務の適正かつ円滑な運営を図るため、理事⻑の諮問機関として「正副会⻑

会」を置き、業務運営に関して意⾒を求めております。 

② 監査 

監査部は、業務の健全かつ適切な運営を図るため、他の組織から独⽴しており、各部署

に対し年度計画に基づき、「内部監査基本規程」、「内部監査実施要領」等に則って監査を

実施することとしております。監査では、監査対象部署における内部管理態勢の適切性・

有効性の確認に努めております。 

ア．監査計画・実施 

「令和４年度内部監査計画」を策定し、部署別監査 4 件（本部 2 件、営業店２件）、

テーマ監査 3 件を実施いたしました。 

部署別監査では、準拠性に加え、「施策計画への取組み」「業務運営状況」等の観点か

らの監査を実施しております。 

また、テーマ監査では財務諸表作成の適正性、AML/CFT 管理態勢、第 7 次共同セン

ターシステム更改プロジェクトを実施いたしました。 

イ．分析・評価 

監査結果は、実地監査終了の都度速やかに常勤理事会へ報告し、問題点等があった場

合は、役員が即時に協議し、対応を指示することとしております。 

また、監査対象部署へ監査結果の通知を⾏うとともに、監査における指摘や問題点等

については、監査対象部署に対して、改善計画の提出及び改善状況の報告を求め、進捗

管理を⾏っております。 

各リスクの所管部署に対しては、監査実施の都度、監査結果を還元しているほか、定

期的に協議会を開催し、改善が必要な課題の共有を図っております。 

③ 監事・外部監査⼈との連携 

常勤監事とは、常勤理事会での監査結果報告、情報交換会の定期開催等により連携を図

っております。 

さらに、外部監査⼈とは定期的に協議を実施し、意⾒交換するなど連携を図っておりま

す。今後もこの連携体制を堅持してまいります。 

 



18 
 

 （２）リスク管理体制強化のための⽅策 

  ① 信用リスク管理 

 ア．信用リスク管理⽅針 

当会では、信用リスクが顕在化した場合の損失が戦略目標の達成に重大な影響を与え

ると認識しております。 

そのため、与信業務に携わる役職員が従うべき⾏動規範等を「与信リスク管理基本⽅

針」（クレジットポリシー）に定め、健全な与信業務を営むとともに、適切な信用リス

ク管理を通じて資産の健全性確保を図っております。 

イ．信用リスク管理⼿法 

当会では、信用リスクの管理対象を、信用組合及びその組合員への貸出のほか事業法

⼈への直接貸出、また、社債等の市場運用に伴って信用を供与する⼀切の取引としてい

ます。貸出等の与信判断においては、信用格付を実施し、信用格付の定期的な⾒直し等

による与信先等の事後管理の徹底を通じて、信用リスクの早期かつ適正な把握・管理に

努めるとともに、厳正な⾃⼰査定を実施し、適正な償却・引当を⾏い資産の健全性を確

保しております。 

また、市場運用、会員外直接貸出に係る与信先については、信用格付別に、与信上限

を設定のうえ与信状況を把握・管理し、信用リスクの集中防⽌に努めております。 

さらに、管理対象資産に係る信用リスク量を VaR 法により計測し、信用リスクに対

するリスク資本枠と比較・検証し、ＡＬＭ委員会に報告しております。 

② 市場リスク管理 

ア．基本⽅針とリスク管理⽅法 

市場リスクの管理については、VaR 法により資産・負債全体の市場リスク量を計測

し、これらが経営体⼒と比較し適切な⽔準にあるかモニタリングを実施し、ＡＬＭ委員

会に報告しております。 

VaR 計測モデルについては、予め計測された市場リスク量と、保有期間中に発⽣した

実際の損益の動向等を比較するとともに、損失の⽅が大きい場合には原因を分析し、モ

デルの信頼性を確認しております。 

さらに、採用している計測⽅法（採用モデル）の特性（限界及び弱点）を把握するた

め、採用モデルとは異なる代替的な⼿法による計測結果と定期的に比較検証をしており

ます。 

また、VaR 法では把握できない、例外的ではあるものの蓋然性のあるイベントにより

発⽣し得る潜在的損失については、ストレステストを通じて⾃⼰資本で十分に吸収する

ことができるか検証しております。 
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運用資産の多様化に対応した収益・リスク等のシミュレーション及びストレステスト

の⾼度化を通じて、収益・リスクテイク・⾃⼰資本のバランス状況につきリスクコミュ

ニケーションの活性化を図っております。 

イ．銀⾏勘定の⾦利リスク 

⾦利リスクの指標であるΔＥＶＥについては、系統中央⾦融機関の業務特性から⾦利

リスクテイクの度合いが⾼いことを踏まえ、⾃⼰資本の余裕との関係に照らし⼀定⽔準

を超えないための内部ルールを設けて管理しております。 

 

 （３）法令遵守の体制の強化のための⽅策 

当会は、信用組合の系統中央⾦融機関として、⾃らの社会的責任と公共的使命を常に認

識し、コンプライアンスを経営の最重要課題として取り組むこととしております。 

このため、理事会は、倫理憲章及び⾏動規範において、法令等の遵守や反社会的勢⼒の

排除等を定めているほか、コンプライアンスに関する体制整備・研修等の実施計画とし

て、コンプライアンス・プログラムを毎年度策定しております。 

また、理事⻑は、年頭所感や部店⻑会議等、可能な機会を捉えコンプライアンスに対す

る取組み姿勢を示しており、理事は、コンプライアンスに対して、率先垂範し取り組むと

ともに、体制整備の実践、進捗状況の把握等に努めております。 

コンプライアンス体制としては、本部に統括部署、営業店と本部各部室にコンプライア

ンス担当者を配置し、当会全体での取組みのもと、役職員が⼀丸となり、コンプライアン

スの徹底に努めております。 

統括部署である総務部は、コンプライアンスの企画・⽴案をはじめ、職員からの相談や

研修の実施、各部室店への研修指導といった啓蒙活動及び不祥事件等の未然防⽌などコン

プライアンスに関する事項全般を担当し、各部室店と連携してコンプライアンスの推進に

努めるとともに、その推進状況を半期毎（2022 年度は 2022 年５月・11 月）に理事会等

へ報告しております。 

このほか、各種協議会として、統括部署と各部室店のコンプライアンス担当者との連携

強化を図るため、「コンプライアンス担当者連絡協議会」を毎年度（2022 年度は 2023 年

３月に実施）、コンプライアンスの推進強化及び事務リスクの未然防⽌とリスク管理態勢

の向上を図るため、関係部署（総務部、業務統括部、監査部）による「情報連絡協議会」

を半期毎（2022 年度は 2022 年９月及び 2023 年 3 月に実施）に開催しております。 

今後とも、法令等遵守（コンプライアンス）は、信用が最大の財産ともいえる⾦融機関

にとって、経営の健全性を⾼め、社会からの信頼を得るうえでの基本原則であると認識

し、役職員⼀⼈ひとりが⽇々の業務運営の中で着実に実践してまいります。 
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 （４）経営に対する評価の客観性の確保のための⽅策 

  ① 監査体制 

理事会では、理事定数の３分の２以上を会員信用組合の代表役員で占めており、常勤理

事の職務執⾏に対して監督・牽制する機能を確保しております。 

監事については、会員信用組合の代表役員２名、弁護士１名（員外監事）及び常勤監事

１名の計４名を選任し、理事の職務執⾏を客観性・透明性をもって監査する体制を確保し

ております。 

常勤監事は、重要な経営会議に出席するほか、理事会議事録等の重要書類を閲覧し、理

事の職務執⾏等の確認を⾏うとともに、会計監査⼈とも定期的な意⾒・情報交換を実施

し、理事の職務執⾏状況の的確な把握に努めております。また、理事会機能の実効性確保

等を目的として、常勤理事と監事との意⾒交換会も開催しております。 

また、会計監査⼈の選解任や監査報酬に係る権限の⾏使について独⽴した⽴場で適切な

判断を⾏うことに留意しております。さらに、監事の指揮命令下で業務に従事する専属の

職員（監事付）を配置し、監事の職務執⾏等を迅速、的確に⾏うための体制を確保してお

ります。 

  ② 経営に対する評価の客観性の確保 

当会は、信用組合に対し、全国９地区において「地区別懇談会」を年２〜３回を目途に

開催しております。地区別懇談会においては、当会及び全信中協の経営執⾏部（常勤理

事）から、中央組織・信用組合業界が抱える課題や、今後の業務執⾏⽅針等について、よ

り鮮度の⾼い情報を伝達するとともに、信用組合の理事⻑等との活発な意⾒交換を⾏って

おります。 

また、６月開催分（2022 年度は 6 月 14 ⽇〜21 ⽇に開催）については、同月下旬に⾏

う定時総会前の地区総会と位置づけ、総会への報告・付議事項の他、ＩＲとして財務状況

に関する報告を⾏うとともに、経営執⾏部に対する意⾒を広く収集しております。 

こうした取組みを今後も継続することにより、経営に対する評価の客観性を確保してま

いります。 

 

 （５）情報開⽰の充実のための⽅策 

当会は、信用組合の系統中央⾦融機関として、その業務内容や活動状況を世間に幅広く

ご理解いただくため、全信中協と連携し、広報活動の強化に努めております。 

ディスクロージャー誌の発⾏を始めとして、信用組合の組合員・お客さまを対象とした

「ミニ・ディスクロージャー誌」の発⾏やホームページの運営等を通じて、信用組合業界

のＰＲ・イメ－ジアップに努めているほか、経営の透明性を⾼めるため、半期情報の開示

を⾏っております。 



21 
 

また、マスコミ各社を対象とした「しんくみ記者懇談会」を開催し、信用組合業界全般

の状況や当会の活動に対する理解を⾼めてもらうための⽅策を実施するとともに、信用組

合の経営をサポートする諸施策を開始する際には、ニュースリリースを公表するだけでな

く、必要に応じて記者会⾒・記者レク等を実施しております。 

今後も、引き続き上記取組みを継続するとともに、情報開示のみならず、その前提とな

る業界に対する知名度や理解度の向上に向けた⽅策を適宜実施してまいります。 

 

８．剰余⾦の処分の⽅針  

（１）配当に対する⽅針 

2023 年３月期の配当につきまして、優先出資は約定に従った配当を⾏うとともに、普

通出資は、既存分（2019 年 1 月発⾏分以外）が 1 口あたり 4,000 円、2019 年 1 月発⾏

分が 1 口あたり 1,350 円の配当を⾏いました。 

今後も優先出資につきましては、約定に従った配当を⾏うとともに、普通出資は、当会

の収益⼒を⾼め、財務体質の強化を図るとともに安定的に配当を⾏っていく⽅針です。 

 

（２）役員に対する報酬及び賞与についての⽅針 

⾮常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総会において、理事全員及び

監事全員それぞれの⽀払総額の最⾼限度額を決定しております。 

    そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を勘案し、当会の理

事会において決定しております。また、各監事の基本報酬額につきましては、監事の協議

により決定しております。 

    賞与につきましては、⾮常勤を含む全役員に対し、⽀給しておりませんが、⽀給の必要

があるときは、前年度の業績等を勘案し、各理事の賞与額は理事会、各監事の賞与額は監

事の協議により決定いたします。 

    今後とも、役員に対する報酬及び賞与については、現⾏の⽅針を継続してまいります。 

 

（３）利益剰余⾦の推移 

    2023 年３月末の利益剰余⾦は、当期純利益 7,519 百万円を計上したことから、計画対

比 9,049 百万円増加の 146,494 百万円となりました。 

今後も経営強化計画を確実かつ持続的に実⾏し、安定した収益を確保することで、利益

剰余⾦を着実に積み上げてまいります。 
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【利益剰余⾦の推移】                  (単位︓百万円) 

  2022/3 期 
(実績) 

2023/3 期 

実績 計画 計画対比 

当期純利益 15,586 7,519 4,195 3,324 

利益剰余⾦ 141,668 146,494 137,445 9,049 

 利益準備⾦ 24,800 26,400 25,498 902 

 

９．財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための⽅策の進捗状況 

（１）経営管理に係る体制及び今後の⽅針等 

当会は業務執⾏に対する監査や経営の評価に関する客観性の確保、適切な情報開示等を通

じて、財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営を確保しております。 

なかでも、有価証券のポートフォリオの運営は当会の収益性や健全性を確保する上で重要

度が⾼く、また、業界のシステムインフラの運営に関しては、共同センターシステムの利便

性向上が求められております。 

市場のボラティリティが⾼まる中、環境変化に柔軟に対応するためにも、ALM 委員会や

その下部組織である「ALM サブコミッティー」などの場を通じて、経営陣と実務担当者の

間のリスクコミュニケーションをより活発化していくことに努めております。 

また、システムインフラに関しては、当会経営陣とシステム子会社経営陣を含めて構成す

る「共同センターシステム戦略会議」で開発計画・運用計画・品質管理の現状を共有するこ

とや、年 2 回以上開催されるシステム子会社との連絡会を通じて業務運営状況や問題点の把

握に努め、ガバナンスを強化しております。 

 

（２）各種リスク管理の状況及び今後の⽅針等 

 ① 統合的リスク管理態勢 

当会では毎年度、戦略目標を踏まえたリスクに関する基本的な考え⽅を「リスク管理⽅

針」に定めており、これに基づき適切な資源配分と管理体制の整備を⾏っています。 

リスク資本管理においては、統合リスク量として定量的に評価している信用リスク、市場   

リスク、オペレーショナル・リスクのリスク量を合算し、リスク資本と対比の上、毎月開催

の ALM 委員会に報告し、経営体⼒の範囲内にリスクがコントロールされているかを検証し

ております。また、例外的ではあるが蓋然性のあるイベントより発⽣し得る損失額を用いる

ストレステストも定期的に実施しており、いずれの検証においても、リスク資本が十分な余

裕を有する状況にあると評価しております。 
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② オペレーショナル・リスク管理態勢 

当会では、当会の業務の過程、役職員の活動若しくはシステムが不適切であること、又は

外⽣的な事象により当会が損失を被るリスク及び当会の信用が低下することから⽣じる損失

に係るリスクをオペレーショナル・リスクと定義し、事務リスク、システムリスク、法務リ

スク、⼈事労務リスク、災害・犯罪リスク、風評リスクを対象リスクとして、各リスクにつ

いて、それぞれの統括管理部署が管理すべきリスクを特定し、発⽣する可能性及び影響の大

きさを勘案のうえ管理⽅法を定めリスクの低減を図っております。 

また、オペレーショナル・リスクの総合的管理部署は、各リスクの管理状況について定期

的にモニタリングを⾏い、常勤理事会に報告しております。なお、オペレーショナル・リス

ク相当額の算出に使用する⼿法は基礎的⼿法を採用しており、実際に発⽣した損失額と比較

することによりリスク資本枠の十分性を検証しております。 

③ 流動性リスク管理 

当会は、信用組合の系統中央⾦融機関として、信用組合の資⾦需給を調整するとともに信

用組合の余裕資⾦を効率的に運用する役割を担っています。こうした認識のもと、流動性リ

スクを的確に把握し厳正に管理するため、流動性リスクの管理⽅針を制定しております。 

資⾦繰りリスクについては、資⾦繰りに係るリスク管理指標を定め、資⾦調達・運用計画

を反映した資⾦繰り⾒通しを作成し、適正な流動性資産の⽔準を維持出来るよう管理すると

ともに、当会固有のリスク特性を踏まえた各種ストレス事象を想定したストレステストを定

期的に実施し、ＡＬＭ委員会において資⾦繰りリスクに関する事項の報告と協議を⾏ってお

ります。 

また、経済情勢や災害等の外部環境の急変により、流動性危機の発⽣が予想される場合に

は、対応策を協議するための緊急会議を招集する等の管理態勢を整備しております。 

 

以 上 


